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＜変更前＞

３－１
専任教員数に関して、法令上の基準を遵守していること。
（「告示第53号」第１条第１項）

専任教員数は17名である（うち、みな
し専任教員２名）。

３－２
専任教員が、１専攻に限り、「専任教員」として取り扱われて
いること。（「専門職」第５条第２項、「告示第53号」第１条
第５項。）

専任教員13名は、１専攻に限り専任教
員として取り扱われている（そのほ
か、兼担教員４名を置く）。

３－３
法令上必要とされる専任教員数の半数以上は、原則として教授
で構成されていること。（「告示第53号」第１条第６項）

教授数は15名である。

教員組織

専任教員４名の異動があり、専任教員
数は18名に変更されている。

専任教員４名の異動があった。また、
2016（平成28）年度に博士後期課程を
新設したこと等から、兼担教員が11名
に増え、１専攻に限り専任教員として
取り扱われる専任教員は７名に変更さ
れている。

専任教員４名の異動があり、教授数は
16名に変更されている。

教育課程又は教員組織に関する重要な変更に対する評価結果への付記事項

公共政策系専門職大学院基準の大項目 公共政策系専門職大学院基準の評価の視点
付記事項

＜変更後＞
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